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第 734回神奈川海区漁業調整委員会議事録 

 

日 時 令和３年６月 28日（月）13時 51分～14時 12分 

場 所 神奈川県庁 新庁舎 ８階 「議会第１会議室」 

 

議題 

１ 諮問事項 

（１）ぼら及びすずきを目的とする狩刺し網漁業等に係る制限措置等の制定について （資料１） 

（２）小型定置網漁業に係る制限措置等の制定について              （資料２） 

（３）神奈川県資源管理方針の変更について             （資料３－１、３－２） 

（４）まさば及びごまさばに関する令和３管理年度における知事管理漁獲可能量について 

（資料４－１、４－２） 

 

２ 報告事項 

（１）「相模湾における中型まき網漁業の相互入会協定」及び「千葉県中型まき網漁業の神奈川

県海面への入漁についての協定」の更新について               （資料５） 

 

３ その他 

（１）令和３年９月の委員会開催日程について 

（２）その他 

 

〔参考資料〕 

 ① 愛知海区漁業調整委員会指示                     （参考資料１） 

 

 

出席者 

・委 員 漁業者委員  青木 勇、石橋 英樹、大竹 清司、小澤 紳一郎、黒川 和彦、 

小菅 君明、小山 雄輔、福本 憲治、宮川 均、山田 正行 

学識経験委員 鵜飼 俊行、櫻本 和美、玉置 泰司 

・事務局        滝口事務局長、角田事務局長代理、高安主査、上原主事 

・県水産課       小川 GL、井塚技幹、相澤副技幹、原田主査、山本主査、樋田主査 
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議  事 

滝口事務局長  これより委員会を開催いたします。 

 委員の皆様の出席状況について御報告いたします。 

本日は、委員 15名中 13名の委員の御出席をいただいており、漁業法第

145条第１項の規定を満たしておりますので、委員会は成立することを御報

告申し上げます。 

それでは議長、よろしくお願いいたします。 

議  長 

(櫻本会長) 

それではただいまから第 734回の委員会を開催します。 

本日の議題ですが、諮問事項が４件、報告事項が１件、その他が２件とな

っております。 

それでは議事に入ります前に本日の議事録署名人を指名させていただきま

す。 

大竹委員、小澤委員よろしいでしょうか。 

両委員 了  承 

議  長 それでは大竹委員、小澤委員よろしくお願いいたします。 

それでは議事に入ります。 

まず諮問事項（１）「ぼら及びすずきを目的とする狩刺し網漁業等に係る

制限措置等の制定について」を議題とします。 

資料内容等について水産課から補足することはありますでしょうか。 

諮問の内容としましては、現行の許可の有効期限満了に伴う切替えで、先

行する許可に合わせて許可の有効期限が若干短縮になるということで、内容

的には従来のものと全く同じとなります。 

御意見、御質問等ありますでしょうか。 

特段ないようですので、諮問事項の内容のとおり異議がない旨知事に答申

することにしたいと思いますがいかがでしょうか。 

委員一同 了  承 

議  長 それではそのように決します。 

続きまして諮問事項（２）「小型定置網漁業に係る制限措置等の制定につ

いて」を議題とします。 

資料内容等について水産課から補足することはありますでしょうか。 

これも先ほどと同様に、現行の許可の有効期限満了に伴う切替えで、通常

どおり許可の有効期限も５年ということで、実質的な変更はありませんが、

これについて御意見、御質問等ありますでしょうか。 

特にないようですので、諮問事項の内容のとおり異議がない旨知事に答申
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することにしたいと思いますがいかがでしょうか。 

委員一同 了  承 

議  長 それではそのように決します。 

続きまして諮問事項（３）「神奈川県資源管理方針の変更について」を議

題とします。 

資料内容等について水産課から補足することはありますでしょうか。 

神奈川県の資源管理方針に新たにまさば及びごまさば太平洋系群の管理を

加え、それが令和３年７月１日から始まるので、それに関する変更というこ

とですが、これについて何かありますでしょうか。 

玉置委員 資料３の３ページの第２の（２）に「現行の水準以上に漁獲量を増加させ

ない」とあります。 

今回一緒に配付された資料４－２によると、神奈川県の現行水準の目安数

量は 2,527トンとありますが、この「現行の水準以上に漁獲量を増加させな

い」というのは、2,527トンからどの程度までオーバーしても問題がないと

考えられるのでしょうか。 

水）樋田主査 国から配分されました数量は現行水準でありまして、目安数量は配分され

た数量ではありません。あくまでも目安であると考えています。 

目安数量をオーバーした際の対応については、国から明確な基準が示され

ていないため、オーバーしても直ちに操業を規制するなどの措置は考えてい

ません。 

玉置委員 分かりました。 

議  長 他に御質問等ありますでしょうか。 

玉置委員 同じく３ページの第４の漁業種類の中に中型まき網漁業が入っていないの

ですが、資料３－１の 15ページのまいわし太平洋系群では中型まき網漁業

は入っています。 

さば類は中型まき網漁業では漁獲しないのでしょうか。 

水）山本主査 中型まき網漁業に関しては、魚種を指定する許可を出しています。 

まいわしを対象とした中型まき網漁業の許可は出していますが、さばにつ

いては中型まき網漁業の対象としていないので、別紙１－６のまさば及びご

まさば太平洋系群については中型まき網漁業を記載していません。 

玉置委員 混獲した場合などはどのような扱いになるのでしょうか。 

水）山本主査 TACの対象魚種なので、混獲した場合でも報告はいただくことになると思

います。 

ただし、もちろん許可は出ていないので、さばを目的として中型まき網漁
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業をすること自体は違反になります。 

玉置委員 分かりました。 

議  長 他に御質問等ありますでしょうか。 

特段ないようですので、諮問事項の内容のとおり異議がない旨知事に答申

することにしたいと思いますがいかがでしょうか。 

委員一同 了  承 

議  長 それではそのように決します。 

続きまして諮問事項（４）「まさば及びごまさばに関する令和３管理年度

における知事管理漁獲可能量について」を議題とします。 

資料内容等について水産課から補足することはありますでしょうか。 

先ほど少し議論になりましたが、漁獲可能量は現行水準ということです。 

御意見、御質問等ありますでしょうか。 

特段ないようですので、諮問事項の内容のとおり異議がない旨知事に答申

することとしたいと思いますがいかがでしょうか。 

委員一同 了  承 

議  長 それではそのように決定いたします。 

続きまして報告事項（１）「「相模湾における中型まき網漁業の相互入会

協定」及び「千葉県中型まき網漁業の神奈川県海面への入漁についての協

定」の更新について」を議題とします。 

本件につきましては本日机上配付されている資料がありますので、事務局

及び水産課から説明をお願いいたします。 

事）上原主事 

水）原田主査 
【資料５に基づき説明】 

議  長 協議会に参加していただいた委員の方で補足するようなことがあればお伺

いしたいと思います。 

小菅委員 千葉県との中型まき網ですが、これは神奈川県海面の許可の更新というこ

とで認めましたが、補足しますと、我々が問題にしているのは神奈川県海面

ではなくて、東京湾全体で神奈川県と千葉県の許可内容が違うということで

す。 

千葉県は何を獲ってもよいという許可になっていますので、東京湾内湾の

公海においては、タチウオ、タイその他何が入っても問題ないということに

なっています。 

神奈川県海面においては、まいわしでこのように協定を結んでいますが、

その神奈川県海面がいまいちはっきりしない部分、漁業権内は当然神奈川県
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海面になりますが、その他でいまいちはっきりしていません。 

去年観音崎辺りからずっとタチウオを大量に獲られたので協議を持たせて

いただいて、今は久里浜沖辺りで止まっている状態ですが、許可的には公の

場には入ってこられるという許可になっているのが非常に問題なところで

す。 

どうすることもできないのは事実ですが、協議会当日、会長が挨拶の中で

タチウオの資源について一言言ってもらえたので、非常にありがたいと思っ

ています。 

その辺が東京湾の者にとっては問題で、どうやってもちょっと無理かなと

思っているのですが、またそういう場面がありましたらこの委員会の中でお

話しするので、また向こうと話し合いの場を持てればいいなと思っていま

す。 

その際はよろしくお願いいたします。 

議  長 タチウオの方は継続して協議することになっているのでしょうか。 

小菅委員 今のところ、問題になったところには来ていません。 

少し沖の方にはいますが、はっきり言ってそこは止めるなどの問題になる

ようなところではなく、むしろあまりそこを問題にするとまたこじれてしま

うと思っています。許可を持っているという強みがあり、やられてしまえば

何を言ってもどうしようもないという部分はあるので。 

その辺は今のところ、話し合いの中での遠慮というのが効いている状態な

ので、なるべくそれを継続していきたいと思っています。 

議  長 ありがとうございました。 

他に補足説明等ありますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

それでは本件は報告事項ですので、了承ということでよろしいでしょう

か。 

委員一同 了  承 

議  長 それでは了承することといたします。 

最後に委員の皆様から何かありますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

それでは本日の委員会はこれで終了とします。 

御協力ありがとうございました。 

 

以上 

 


